
 

 

 

あなたを一人にしない。私たちがいる。世話やき宣言！ 

 

２０１７年（平成２９年）１０月１３日 

 

  アディーレ法律事務所の依頼者向けの 

大阪弁護士会臨時電話相談の開設 

 

去る１０月１１日、弁護士法人アディーレ法律事務所は、同法人に業務停止

２月、また元法人代表に業務停止３月の懲戒処分を東京弁護士会より受けまし

た。 

東京弁護士会では、翌日より臨時電話相談窓口を設け、依頼者からの相談に

応じる態勢をとっていますが、全国各地からの相談が殺到しております。 

そこで、このような状況に鑑み、大阪弁護士会においても、依頼者の保護を

最優先に考え、同法律事務所の依頼者向けの臨時電話相談を開設することにし

ました。 

 

●アディーレ法律事務所の依頼者向け臨時電話相談 

電話番号：０６－６３６４－１２５３ 

相談時間：９時３０分～１７時 

相 談 料：電話相談は無料 

相談内容：弁護士法人アディーレの依頼者の相談対応 

期  間：１０月１６日（月）～１０月２７日（金）／土日除く 

 

なお、電話が繋がらない場合には、お手数ですが、時間をおいておかけ直し

いただきますよう、お願いいたします。 

     以上 


